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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 180,700株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) １　2025年１月14日開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第１項の規定に基づいて、当

社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい

ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成５年大蔵省令第14号)第９条第１号

に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

 
２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 180,700株 219,911,900 －

一般募集 － － －

計(総発行株式) 180,700株 219,911,900 －
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であり、本有

価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値に発行数

を乗じて算出した金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行わ

れるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 
(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円)
資本組入額

(円)
申込株数単位(株) 申込期間

申込証拠金
(円)

払込期日

1,217 － 100
2025年２月４日～
2025年２月９日

－ 2025年２月10日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法第199条第１項第２号所定の払込金額であり、本有価証券届出書

提出日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値であります。なお、本

有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れ

されません。

３　申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式

譲渡契約」を締結し、払込期日までに後記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。

４　本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で株式譲渡契約を締結しない場合

は、本自己株式処分は行われません。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

東洋電機製造株式会社　総務部 東京都中央区八重洲一丁目４番16号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三菱UFJ銀行　東京営業部 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

219,911,900(注)２ 522,000(注)３ 219,389,900
 

(注) １　新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。

２　払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であり、本有

価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値に発行数

を乗じて算出した額であります。

３　発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりませ

ん。

 
(2) 【手取金の使途】

本自己株式処分は、当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与が目的であり、資金調達を目的として

おりません。

なお、上記差引手取概算額219,389,900円につきましては、払込期日以降、業務運営のための運転資金に充当する

予定であり、実際に費消されるまでの間は、当社預金口座にて適切に管理いたします。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要

名称
野村信託銀行株式会社
(東洋電機従業員持株会専用信託口)

本店の所在地 東京都千代田区大手町二丁目２番２号

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　岡田　伸一

資本金 50,000百万円

事業の内容 銀行業務、信託業務

主たる出資者及びその出資比率 野村ホールディングス株式会社(100％)
 

 

(2) 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。
 

(注)　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年１月14日現在のものであります。

 

※従業員株式所有制度の内容

割当予定先である野村信託銀行株式会社(東洋電機従業員持株会専用信託口)(以下、「E-Ship信託」といいま

す。)は、当社と野村信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契

約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することに

よって設定された信託口です。当社の導入する信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下「本プラン」といい

ます。)は従業員株式所有制度に該当しますので、以下、本プランの内容を記載します。東洋電機従業員持株会(以

下「本持株会」といいます。)は従来どおり存続、運営しており、新たな持株会が作られるわけではございません。

 

1. 概要

本プランは本持株会に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであり、従業員に対する

当社グループの中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加に

よるエンゲージメントの向上等を目的としております。当社グループでは、従業員の自社株保有を促す手段とし

て従業員持株会制度を導入しておりますが、本プランの導入により、当持株会制度への従業員の理解及び入会促

進、モチベーションアップに寄与するものと考えております。

本プランでは、E-Ship信託が、本信託の設定後約３年４ヶ月間にわたり本持株会が取得すると合理的に見込ま

れる数の当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)を、借入金を原資として、当社からの第三者割当(以下

「本第三者割当」といいます。)によって取得します。当該借入は、貸付人を株式会社三菱UFJ銀行(以下「貸付

人」といいます。)、借入人をE-Ship信託、保証人を当社とする三者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費

貸借契約に基づいて行われます。
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また、本第三者割当については、E-Ship信託と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の

株式譲渡契約に基づいて行われます。E-Ship信託が取得した当社株式は、本持株会と締結される株式注文契約に

基づき、信託期間(約３年４ヶ月間)において、毎月、本持株会に対して保有する当社株式を一定の計画(条件及び

方法)に従って、継続的に時価で売却いたします。E-Ship信託は、その売却代金として、本持株会の会員からの給

与天引き等によって拠出される金銭を本持株会から受取り、当該売却代金及び保有株式に対する配当金を原資と

して、貸付人への借入金の返済及び金利の支払いを行います。

本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払の借入元利金などを支払

い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭(損失補てん準備金勘定内の金銭を除きます。)を、本信託契約で定

める受益者適格要件(下記３.をご参照下さい。)を満たす従業員に分配します。当該分配については、受託者であ

る野村信託銀行株式会社と当社が締結する予定の事務委託契約に基づき、野村信託銀行株式会社が、当該契約の

受託者である当社を介して、従業員に金銭の分配を行います。

なお、借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証

履行します。また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使につ

いては、信託管理人又は受益者代理人が本信託の受託者である野村信託銀行株式会社に対して指図を行い、本信

託の受託者は、かかる指図に従って、当該権利の保全及び行使を行います。信託管理人及び受益者代理人は、本

信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める議決権行使のガイドライン

に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。

参考　E-Ship信託の概要

①　委託者 当社

②　受託者 野村信託銀行株式会社

③　受益者

 
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至

る)

④　信託契約日 2025年１月14日

⑤　信託期間 2025年１月14日～2028年５月24日

⑥　信託の目的

 
持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託

財産の交付

⑦　取得株式の総額 219,911,900円

⑧　株式の取得方法 本第三者割当により取得
 

 

2. 本持株会に売り付ける予定の株式の総数

180,700株　

 

3. 受益者の範囲

本信託契約で定める受益者確定手続開始日(信託期間満了日(2028年５月24日)が到来し信託財産の換価処分が終

了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、外国為替及び外国貿易

法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」といいます。)の規定による資産凍結等の経済制裁措置の対象者(外為

法第16条に基づく外国為替令(昭和55年政令第260号)第６条第１項に定める告示により指定された対象者をいいま

す。)に該当せず、かつ、本持株会に加入している者(但し、受益者への分配にかかる計算の起算日である2025年

２月20日以降受益者確定手続開始日までに定年退職、雇用期間満了による退職、役員への就任によって会員資格

を喪失したことにより本持株会を退会した者を含みます。)を本プランの受益者とします。
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本プランの仕組み

 

①　当社は、受益者適格要件を充足する持株会会員を受益者としたE-Ship信託(他益信託)を設定します。

②　E-Ship信託は、借入先銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行い、当社は当該借入に対して保証

します。当社は、かかる保証の対価として保証料をE-Ship信託から受け取ります。

③　E-Ship信託は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を当社から取得します。

④　E-Ship信託は信託期間を通じ、③に従って取得した当社株式を、一定の計画(条件及び方法)に従って継続

的に持株会に時価で売却します。

⑤　E-Ship信託は、持株会への当社株式の売却により得た株式売却代金、及び保有する当社株式に係る配当金

をもって、借入の元利金を返済します。

⑥　E-Ship信託が保有する当社株式に係る議決権については、受益者のために選定された信託管理人の指図に

基づき、行使します。

⑦　信託終了時に信託内に残余財産がある場合には、換価処分の上、受益者適格要件を充足する者に分配され

ます。

⑧　信託終了時に借入が残っている場合には、②記載の保証行為に基づき、当社が弁済します。

 

(3) 割当予定先の選定理由

当社グループは、従業員の自社株保有を促す手段として従業員持株会制度を導入していますが、今般、従業員に

対する中長期的な当社グループの企業価値向上のインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参

加によるエンゲージメントの向上等を目的として、本プランを導入することとしました。

本プランの導入に当たっては、スキーム、制度内容、コスト等の条件を総合的に判断し、当社の要望に合致した

野村證券株式会社の提案を採用することとしました。

本プランにおいては、「(2) 提出者と割当予定先との間の関係　※従業員株式所有制度の内容　1. 概要」に記載

しましたとおり、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結し設定するE-Ship信託に

対し当社株式を割り当てることになっていることから、E-Ship信託を割当予定先として選定したものです。

 

(4) 割り当てようとする株式の数

180,700株
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(5) 株券等の保有方針

割当予定先であるE-Ship信託は、本第三者割当により割当てられた当社株式を、本持株会に対して時価で売り付

けるために保有するものであります。なお、E-Ship信託は、原則として本持株会以外に当社株式を売却することは

ございません。

 

(6) 払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先であるE-Ship信託が、2025年１月14日に貸付人と締結予定の責任財産限定特約付金銭消費貸

借契約に基づく借入金によって払込みが行われる予定である旨を口頭で確認しております。なお、当該契約は、借

入人、保証人、貸付人間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、保証人で

ある当社が保証履行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、当該契約に基づき

借入人から保証料を収受することとなります。

割当予定先　：E-Ship信託

借入人　　　：E-Ship信託

保証人　　　：当社

貸付人　　　：株式会社三菱UFJ銀行(220百万円)

貸付実行日　：2025年２月７日

 

(7) 割当予定先の実態

割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと

する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か及び割当予定先が特定団体等と何ら

かの関係を有しているか否かについては、割当予定先の受託者である野村信託銀行株式会社のホームページ及び

ディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定

団体等と何ら関係を有していないことを確認しています。また、野村信託銀行株式会社の完全親会社である野村

ホールディングス株式会社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場しており、同社のウェブサイト上で公

表されている最新のコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及

びその整備状況が公表されており、また「野村グループ行動規範」の中で「反社会的勢力又は団体との一切の取引

を行わない」旨が定められており、当社はそれら文面の内容を確認しております。これらにより、当社は、割当予

定先である野村信託銀行の完全親会社である野村ホールディングス株式会社においても、特定団体等でないこと及

び特定団体等と何ら関係を有していないものと判断しております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。
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３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び合理性に関する考え方

本自己株式処分は従業員株式所有制度である本プランの導入を目的としています。発行価格(払込金額)について

は、恣意性を排除した価額とするため2025年１月10日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード

市場における当社株式終値である1,217円としています。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであ

り、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合

理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、当該払

込金額は、東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の直前1か月間(2024年12月11日～2025年１月10日)の

終値の平均値である1,153円(円未満切捨て)からの乖離率が5.55％、直前３か月間(2024年10月11日～2025年１月10

日)の終値の平均値である1,119円(円未満切捨て)からの乖離率は8.76％、直前６か月間(2024年７月11日～2025年１

月10日)の終値の平均値である1,129円(円未満切捨て)からの乖離率は7.79％となっています。

上記払込金額について、本日開催の取締役会に出席した監査役4名全員(うち社外監査役3名)は、本自己株式処分

が本プランの導入を目的としていること、及び払込金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所スタンダー

ド市場における当社株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な払込金額には該当せず、適法である旨

の意見を表明しております。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

発行数量については、本持株会の買付実績(直近の月例買付、賞与買付及び配当再投資の実績額)を年次換算した

額を年間買付予定額として、信託期間(約３年４ヶ月間)における本持株会の買付予定額を算出し、これを払込金額

で除した株数であります。

また、本自己株式処分により希薄化は生じるものの、割当予定先であるE-Ship信託から本持株会へ毎月少しずつ

譲渡される為、本自己株式処分による影響は軽微であり、希薄化の規模は合理的であると考えております。また、

本プランの導入により、従業員の意識向上による企業価値の増大に寄与すると考えております。

なお、希薄化の規模は、2024年11月30日現在の発行済株式総数9,735,000株に対し1.86％(2024年11月30日現在の

総議決権数91,341個に対する割合は1.98％)となります(比率は小数点以下第３位を四捨五入して表記しておりま

す)。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

(％)

割当後の所
有株式数
(千株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合
(％)

東日本旅客鉄道株式会社
東京都渋谷区代々木二丁目２
番２号

973 10.66 973 10.45

東洋電機従業員持株会
東京都中央区八重洲一丁目４
番16号

510 5.59 510 5.48

東洋電機協力工場持株会
東京都中央区八重洲一丁目４
番16号

366 4.01 366 3.93

日本生命保険相互会社
(常任代理人　日本マス
タートラスト信託銀行株
式会社)

東京都千代田区丸の内一丁目
６番６号(東京都港区赤坂一
丁目８番１号)

337 3.70 337 3.62

日本マスタートラスト信
託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目８番１
号

276 3.03 276 2.97

三信株式会社
東京都中央区八丁堀二丁目25
番10号

270 2.96 270 2.90

株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区丸の内一丁目
４番５号

224 2.45 224 2.41

株式会社横浜銀行(常任
代理人　株式会社日本カ
ストディ銀行)

神奈川県横浜市西区みなとみ
らい三丁目１番１号(東京都
中央区晴海一丁目８番12号)

207 2.27 207 2.23

オークラヤ住宅株式会社
東京都千代田区麹町四丁目５
番地22

206 2.26 206 2.21

野村信託銀行株式会社
(東洋電機従業員持株会
専用信託口)

東京都千代田区大手町二丁目
２番２号

－ － 180 1.94

計 － 3,372 36.92 3,553 38.15
 

(注) １　2024年11月30日現在の株主名簿を基準としております。

２　株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及

び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しており

ます。

３　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年11月30

日現在の総議決権数(91,341個)に本自己株式処分により増加する議決権数(1,807個)を加えた数(93,148個)

で除した数値です。

 
６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交

付子会社との重要な契約）】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第163期事業年度)及び半期報告書(第164期中)(以下「有価証券報告書

等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書

提出日(2025年１月14日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

(2025年１月14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２．臨時報告書の提出

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第163期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年１

月14日)までに、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

(2024年８月29日提出の臨時報告書)

１「提出理由」

当社は、2024年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

であります。

 

２「報告内容」

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年８月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　　総額279,849,870円

ロ　効力発生日

2024年８月29日

 
第２号議案　定款一部変更(取締役の任期変更)の件

取締役の任期を２年から１年に変更する。

 
第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、渡部朗、寺島憲造、谷本憲治、貫名純、水元公二、間狩泰三、町田悠生子の各氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
 (個)

反対数
 (個)

棄権数
 (個)

可決要件
決議の結果及び
 賛成(反対)割合

 (％)

第１号議案
 剰余金処分の件

62,288 1,243 ０ (注)１ 可決 97.2

第２号議案
 定款一部変更(取締
役の任期変更)の件

62,649 877 ０ (注)２ 可決 97.7

第３号議案
 取締役７名選任の件

   

(注)３

  

　渡部　朗 57,007 6,519 ０ 可決 88.9

　寺島　憲造 57,587 5,939 ０ 可決 89.8

　谷本　憲治 62,497 1,029 ０ 可決 97.5

　貫名　純 62,472 1,054 ０ 可決 97.5

　水元　公二 61,499 2,027 ０ 可決 95.9

　間狩　泰三 61,524 2,002 ０ 可決 96.0

　町田　悠生子 62,417 1,109 ０ 可決 97.4
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

３．自己株式の取得状況

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第163期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年１

月14日)までの間において、以下の自己株券買付状況報告書を提出しております。

 

(2024年９月４日提出の自己株券買付状況報告書)

株式の種類　　　普通株式

１「取得状況」

(1) 「株主総会決議による取得の状況」

該当事項はありません。
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(2) 「取締役会決議による取得の状況」

2024年８月31日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2024年１月11日)での決議状況
(取得期間2024年１月12日～2025年１月10日)

 300,000 300,000,000

報告月における取得自己株式(取得日) ８月21日 23,000  25,737,000

計 ― 23,000  25,737,000

報告月末現在の累計取得自己株式  149,800 159,562,500

自己株式取得の進捗状況(％)  49.9％ 53.1％
 

 

２「処理状況」

該当事項はありません。

 

３「保有状況」

2024年８月31日現在

報告月末日における保有状況 株式数(株)

発行済株式総数 9,735,000

保有自己株式数 452,866
 

 

(2024年10月３日提出の自己株券買付状況報告書)

株式の種類　　　普通株式

１「取得状況」

(1) 「株主総会決議による取得の状況」

該当事項はありません。

 

(2) 「取締役会決議による取得の状況」

　2024年９月30日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2024年１月11日)での決議状況
(取得期間2024年１月12日～2025年１月10日)

 300,000 300,000,000

報告月における取得自己株式(取得日) ― ― ―

計 ― ― ―

報告月末現在の累計取得自己株式  149,800 159,562,500

自己株式取得の進捗状況(％)  49.9％ 53.1％
 

 

２「処理状況」

該当事項はありません。
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３「保有状況」

2024年９月30日現在

報告月末日における保有状況 株式数(株)

発行済株式総数 9,735,000

保有自己株式数 452,956
 

 

(2024年11月６日提出の自己株券買付状況報告書)

株式の種類　　　普通株式

１「取得状況」

(1) 「株主総会決議による取得の状況」

該当事項はありません。

 

(2) 「取締役会決議による取得の状況」

　2024年10月31日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2024年１月11日)での決議状況
(取得期間2024年１月12日～2025年１月10日)

 300,000 300,000,000

報告月における取得自己株式(取得日) 10月16日 24,000 27,312,000

計 ― 24,000 27,312,000

報告月末現在の累計取得自己株式  173,800 186,874,500

自己株式取得の進捗状況(％)  57.9％ 62.2％
 

 

２「処理状況」

該当事項はありません。

 

３「保有状況」

　2024年10月31日現在

報告月末日における保有状況 株式数(株)

発行済株式総数 9,735,000

保有自己株式数 477,166
 

 

(2024年12月4日提出の自己株券買付状況報告書)

株式の種類　　　普通株式

１「取得状況」

(1) 「株主総会決議による取得の状況」

該当事項はありません。
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(2) 「取締役会決議による取得の状況」

　2024年11月30日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2024年１月11日)での決議状況
(取得期間2024年１月12日～2025年１月10日)

 300,000 300,000,000

報告月における取得自己株式(取得日) 11月18日 69,000 75,969,000

計 ― 69,000 75,969,000

報告月末現在の累計取得自己株式  242,800 262,843,500

自己株式取得の進捗状況(％)  80.9％ 87.6％
 

 

２「処理状況」

該当事項はありません。

 

３「保有状況」

　2024年11月30日現在

報告月末日における保有状況 株式数(株)

発行済株式総数 9,735,000

保有自己株式数 546,306
 

 

(2025年１月７日提出の自己株券買付状況報告書)

株式の種類　　　普通株式

１「取得状況」

(1) 「株主総会決議による取得の状況」

該当事項はありません。
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(2) 「取締役会決議による取得の状況」

2024年12月31日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2024年１月11日)での決議状況
(取得期間2024年１月12日～2025年１月10日)

 300,000 300,000,000

報告月における取得自己株式(取得日) 12月２日 1,700 1,838,000

 12月３日 1,700 1,866,900

 12月４日 1,600 1,774,700

 12月５日 1,600 1,785,600

 12月６日 1,700 1,888,000

 12月９日 1,600 1,786,900

 12月10日 1,600 1,799,200

 12月11日 1,700 1,893,200

 12月12日 1,600 1,782,500

 12月13日 1,600 1,778,900

 12月16日 1,700 1,886,200

 12月17日 1,700 1,855,900

 12月18日 1,700 1,861,800

 12月19日 1,700 1,865,400

 12月20日 1,700 1,902,400

 12月23日 1,700 1,881,000

 12月24日 1,700 1,893,700

 12月25日 1,700 1,921,000

 12月26日 1,700 1,926,000

 12月27日 1,700 1,957,800

計 ― 33,400 37,145,100

報告月末現在の累計取得自己株式  276,200 299,988,600

自己株式取得の進捗状況(％)  92.0％ 99.9％
 

(注)　2024年12月27日の自己株式の取得をもって、同年１月11日の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了いた

しました。
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２「処理状況」

該当事項はありません。

 

３「保有状況」

　2024年12月31日現在

報告月末日における保有状況 株式数(株)

発行済株式総数 9,735,000

保有自己株式数 579,706
 

 
第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第163期)

自　2023年６月１日
至　2024年５月31日

2024年８月29日
関東財務局長に提出

半期報告書
事業年度

(第164期中)
自　2024年６月１日
至　2024年11月30日

2025年１月14日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した

データを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」Ａ

４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2024年８月29日

東洋電機製造株式会社

取締役会　御中

アーク有限責任監査法人
 

東京オフィス
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 二 階 堂 博 文  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野　村　興　治  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東洋電機製造株式会社の2023年６月１日から2024年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東

洋電機製造株式会社及び連結子会社の2024年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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産業事業における固定資産の減損に関する判断の合理性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社の2024年５月31日現在の連結貸借対照表におい
て、産業事業に係る一部の資産グループの有形固定資
産、無形固定資産及び長期前払費用は2,917百万円であ
り、総資産の5.6％を占めている。
会社は当該資産について継続的な営業赤字により減損

の兆候があると判断したが、減損損失の認識の判定にお
いて、当該事業から得られる割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減
損損失を認識していない。
将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定

は、注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとお
り、将来の売上高であるが、当該予測は不確実性を伴う
ものであり、経営者による主観的な判断を必要とする。
　以上から、当監査法人は、産業事業における固定資産
の減損に関する経営者の判断の合理性が、当連結会計年
度の監査において特に重要であることから、監査上の主
要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、産業事業における固定資産の減損に関
する経営者の判断の合理性を評価するため、主として以
下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

将来の売上高の予測に関する仮定の設定を含む、固定
資産の減損に関連する内部統制の整備及び運用状況の有
効性を評価した。
 

(2)産業事業における固定資産の減損に関する経営者の
判断の合理性の評価
・将来キャッシュ・フローについて、会社の取締役会に
よって承認された事業計画との整合性を検討した。
・産業事業に係る事業計画の実現可能性について、当該
事業の経営管理者に質問するとともに、事業計画の根拠
となる受注実績及び受注見込みデータとの整合性を検討
した。
・経営者の見積りの精度を評価するために、過年度にお
ける事業計画とその後の実績を比較した。

 
 

 
 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意

見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋電機製造株式会社の2024

年５月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、東洋電機製造株式会社が2024年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（3）【監査の

状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
　

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年１月14日

東洋電機製造株式会社

取締役会  御中

 

アーク有限責任監査法人
 

東京オフィス
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  徳  永    剛  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  野　村　興　治  

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋電機製造株

式会社の2024年６月１日から2025年５月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年６月１日から2024年11月

30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、東洋電機製造株式会社及び連結子会社の2024年11月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じて

いる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
　

 

（注）１．上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報

　　　　　告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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